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令和４年12月１日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第23号 令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・第四次宮崎県環境基本計画の一部改定(計画

案)について

・高病原性鳥インフルエンザへの対応状況につ

いて

○閉会中の継続調査について

出席委員（７人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 原 正 三

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

環境森林部次長
長 倉 佐知子

（ 総 括 ）

環境森林部次長
橘 木 秀 利

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 田 代 暢 明

環 境 管 理 課 長 三 角 敏 明

循環社会推進課長 今 村 俊 久

自 然 環 境 課 長 池 田 孝 行

森 林 経 営 課 長 上 野 清 文

森林管理推進室長 右 田 憲史郎

山村･木材振興課長 松 井 健太郎

み や ざ き ス ギ
二 見 茂

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 島 一 明廣

木 材 利 用 技 術
藤 本 英 博

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

農政水産部次長
山 下 弘

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

農 政 企 画 課 長 小 林 貴 史

中山間農業振興室長 原 田 大 志

農業流通ブランド課長 松 田 義 信

農業普及技術課長 川 上 求

農業担い手対策課長 馬 場 勝

農 産 園 芸 課 長 海 野 俊 彦

農 村 計 画 課 長 戸 髙 久 吉

城ヶ﨑 浩 一畑かん営農推進室長

農 村 整 備 課 長 鳥 浦 茂

水 産 政 策 課 長 大 村 英 二

漁 業 管 理 課 長 赤 嶺 そのみ

漁港漁場整備室長 否 笠 友 紀

畜 産 振 興 課 長 林 田 宏 昭

家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 日 髙 誠

令和４年12月１日(木)
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総合農業試験場長 東 洋一郎

県立農業大学校長 戸 髙 朗

水 産 試 験 場 長 西 府 稔 也

畜 産 試 験 場 長 河 野 明 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 西 尾 明

ただいまから環境農林水産常任○武田委員長

委員会を開会します。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程につきましては、お手元に配付のとおり

でありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

、 。について 環境森林部長の概要説明を求めます

。○河野環境森林部長 環境森林部でございます

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

。説明に入ります前に１点お礼を申し上げます

先月、11月５日に宮崎県議会森林・林業活性

化促進議員連盟との共催により開催いたしまし

た第17回 水と緑の森林づくり 県民ボランティ「 」

アの集いに議員連盟の会長を務められておりま

す濵砂委員の御出席と、来賓として武田委員長

と右松委員に御出席いただきました。この場を

お借りしましてお礼申し上げます。

当日は、秋晴れの下、少し暖かい日だったの

ですが、約580名のボランティアの皆様が松林内

、の下草刈りに汗を流されたところでありまして

森林に親しむ意識の醸成につながったのではな

いかと考えているところでございます。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております常任委員会資料の

表紙を御覧いただきたいと思います。

本日の説明事項は、予算議案が２件、その他

報告事項が１件であります。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「令和４年度宮崎県一般会計補正予算（第

６号 」と議案第23号「令和４年度宮崎県一般会）

計補正予算（第７号 」についてであります。）

次に、Ⅱのその他報告事項といたしまして、

（ ）第四次宮崎県環境基本計画の一部改定 計画案

について御説明させていただきます。

それでは、２ページをお開きください。

令和４年度環境森林部歳出予算（課別）につ

いてであります。

この表は、議案第１号と議案第23号に関する

歳出予算を課別に集計したものであります。

表のＣ列の議案第１号は、国庫補助決定に伴

い、林道の整備に要する経費の増額をお願いす

るものであります。

次に、Ｄ列の議案第23号は、給与改定に伴う

職員の人件費の増額と国の総合経済対策に係る

第２次補正予算に対応するための経費をお願い

するものであります。

今回の補正予算については一般会計の補正の

みで、補正額は表の中ほど、一般会計小計欄の

網かけ部分でありますが、補正額Ｂ列にありま

すとおり、29億6,302万6,000円の増額をお願い

、 、 、しており 補正後の一般会計予算は その右側

２つ飛びまして、補正後の額Ｅ列にありますと
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おり、255億955万9,000円となります。

この結果、補正後の環境森林部全体の予算額

は、一般会計と特別会計を合わせまして、補正

後の額Ｅ列の一番下、合計欄にありますとお

り、267億6,747万円となります。

次に、３ページを御覧ください。

２の繰越明許費補正（議案第１号関係）につ

いてであります。

まず追加でありますが、自然環境課の緊急治

山事業について、国の予算内示の関係等により

工期が不足し、翌年度への繰越しが必要になっ

たものでありまして、5,880万円の繰越しをお願

いするものであります。

次に、変更でありますが、自然環境課の山地

治山事業について、工法の検討等に日時を要し

たことから、表の繰越額補正後の合計の欄にあ

りますとおり、繰越額を５億5,545万円へ変更を

お願いするものであります。

、 （ ）次に ３の繰越明許費補正 議案第23号関係

についてであります。

まず、追加でありますが、自然環境課と森林

経営課の表に記載の事業につきまして、国の補

正予算の関係により工期が不足し、翌年度への

繰越しが必要になったものでありまして、表の

繰越額の合計の欄にありますとおり、合計で19

億133万6,000円の繰越しをお願いするものであ

ります。

次に、変更でありますが、自然環境課と森林

経営課の表に記載の事業につきまして、国の補

正予算の関係等により、工期が不足することか

ら、表の繰越額補正後の合計欄にありますとお

り、繰越額を合計で14億6,583万円へ変更をお願

いするものであります。

各事項の詳細につきましては、それぞれの担

当課長が御説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。

次に、議案についての説明を求○武田委員長

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

環境森林課の補正予算に○田代環境森林課長

ついて御説明いたします。

令和４年度11月補正歳出予算説明資料（議案

第23号）の青色のインデックス、環境森林課の

ところ、135ページをお開きください。

環境森林課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で828万円の

増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の額は右から３列目の欄に

ありますように、一般会計が26億7,433万9,000

円となります。

それでは、内容について御説明します。

137ページをお開きください。

上の段の（款）衛生費の（事項）職員費が167

万4,000円及び 下段の 款 農林水産業費の 事、 （ ） （

項）職員費が660万6,000円の増額であります。

これは人事委員会勧告に基づく職員の給与改

定に伴う人件費の補正であり、環境森林部の所

要額を環境森林課において一括計上しておりま

す。

主な補正の内容は、給料等の月例給が0.24％

の引上げ、特別給である勤勉手当が0.05月の引

上げとなります。

自然環境課の補正予算に○池田自然環境課長

ついて御説明いたします。

令和４年度11月補正歳出予算説明資料（議案

第23号）の青色のインデックス、自然環境課の

ところ、139ページをお開きください。

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額欄にありますように、一般会計で９億4,213万6,000
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円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は右から３列目に

ありますように、67億4,746万7,000円となりま

す。

141ページをお開きください。

上から５段目の（事項）山地治山事業費につ

きましては、６億9,710万円の増額であり、山地

災害危険地区の対策を優先して講じる必要があ

る箇所に配分を行うこととしております。

その下の（事項）盛土防災総合推進事業費

は5,803万6,000円の増額であり、新規事業、盛

土防災総合推進事業については、後ほど常任委

員会資料で説明いたします。

一番下の（事項）自然公園等整備事業費は、

１億8,700万円の増額であり、次ページに内容を

記載しておりますが、九州自然歩道など、早急

に復旧や整備を行う必要があるため、今回、補

正をお願いするものです。

続きまして、お手元の常任委員会資料の４ペ

ージをお開きください。

、 。新規事業 盛土防災総合推進事業であります

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、令和４年５月に成立した宅地造成及

び特定盛土等規制法に基づき、規制区域を指定

し、全国一律の基準で危険な盛土等を包括的に

規制する必要があるため、規制区域の指定に必

要な基礎調査等を実施するものであります。

、 。右の５ページの２ 事業内容を御覧ください

規制区域のイメージにありますように、森林

地域の多くは、特定盛土等規制区域に該当しま

すが、①の基礎調査（規制区域調査）では、区

域指定に必要な地形・地質、土地の利用状況等

、 （ ） 、の調査を ②の基礎調査 既存盛土調査 では

既存盛土の分布状況の把握及び応急対策の必要

性の判断を、③の盛土110番の設置では、規制区

域指定前の危険な駆け込み盛土等を把握するた

めの通報窓口の設置を、④の応急対策では、緊

急性や危険度の高い盛土等への行政指導や必要

に応じて応急対策を実施します。

３、今後のスケジュールとしましては、①の

規制区域調査を踏まえまして、令和６年度に規

制区域案の公表、令和７年度に規制区域の指定

を行い、②既存盛土調査を踏まえて令和６年度

に既存盛土の分布図の公表を行います。また、

③の盛土110番を速やかに設置するとともに、④

の応急対策について必要に応じて随時実施して

いくこととしております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

、（ ） 、業概要ですが １ 予算額は5,803万6,000円で

これは全体予算8,300万円のうち森林面積の割合

に応じて算出した基礎調査の経費と応急対策の

経費の合計となります。

（２）財源は、事業内容の①及び②の基礎調

査に関し、３分の１は国の補助事業を活用し、

残りは一般財源となります。

（３）事業期間が令和４年度から６年度の３

か年間です。

３、事業効果としましては、危険な盛土等を

包括的に規制することにより、県民の生命・財

産を守ることができるものと考えております。

なお、右側の５ページの右上には、この事業

がＳＤＧｓの11 「住み続けられるまちづくり、

を 、12 「つくる責任つかう責任」という２つ」 、

。の目標に資するものと考えて記載しております

森林経営課の議案第１号○上野森林経営課長

に関する補正予算について御説明いたします。

お手元の薄いほうの歳出予算説明資料、青色

のインデックス、森林経営課の37ページをお開

きください。

森林経営課の補正額は、左から２列目の補正
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額の欄にありますように、一般会計で１億6,631

万円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の額は右から３列目の一番

上の段にありますように、一般会計と特別会計

。を合わせまして93億7,149万4,000円となります

それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。

39ページを御覧ください。

（事項）地方創生道整備推進交付金事業費１

億6,631万円の増額であります。これは、国から

の追加配分によるものであり、森林整備等に必

要な林道整備を３路線において前倒しで進め、

早期の事業効果を図ることとしております。

続きまして、議案第23号に関する補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の分厚いほうの歳出予算説明資料（議

案第23号）の青色のインデックス、森林経営課

の143ページをお開きください。

森林経営課の補正額は国の補正予算に伴うも

ので、左から２列目の補正額の欄にありますよ

うに、一般会計で18億4,630万円の増額をお願い

しております。

この結果、補正後の額は右から３列目の一番

上の段にありますように、一般会計と特別会計

を合わせまして112億1,779万4,000円となりま

す。

それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。

145ページを御覧ください。

上から５段目の（事項）森林整備事業費につ

きましては、16億5,730万円の増額であり、これ

は森林所有者等が行う造林・保育などの森林整

備を支援するものであります。

下から２段目の（事項）森林環境保全整備事

業費は１億8,900万円の増額であり、これは森林

施業に必要な林道整備を２路線において前倒し

で進め、早期の事業効果を図ることとしており

ます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

議案について質疑はありませんか。

142ページの国立公園、国定公園等○満行委員

の整備に要する経費について、説明では急を要

するということだったんですけれども、その理

由が分からなかったのでもう一回理由について

説明をお願いいたします。

この事業は、今回の台風○池田自然環境課長

第14号で被災しました高千穂峡の災害復旧や、

九州自然歩道は通行はできるものの、転落防止

柵がかなり老朽化して壊れている箇所がござい

ますので、早急にそれを補修する必要があるも

のでございます。

台風第14号関連の災害復旧という○満行委員

ことですね。

台風第14号関連の災害復○池田自然環境課長

旧もございますし、従来から応急措置が必要な

箇所というのもございます。

145ページの下のほうの森林資源循○満行委員

環利用林道整備事業の県営事業について、もう

一回説明をお願いします。

この事業では、林道の２○上野森林経営課長

路線において前倒しで整備を進め、その事業効

果の早期実現を図ることとしております。

いろいろと需要はあると思うんで○満行委員

すけれども、今回の補正で前倒しでこの事業を

やるという理由が分からないので、もう一回説

明をお願いします。

１つは五ヶ瀬町の路線に○上野森林経営課長

、 、なるんですけれども ここは開通間近ですので

さらにその進度を進めたい。もう１つは西都市

の路線なんですけれども、ここにつきましては
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重要な生活道として期待されておりますので、

そこを前倒しで整備して、早期に完成させたい

ということで計上させていただいております。

議案第１号の歳出予算説明資料○満行委員

の39ページの林道網の整備事業について、もう

一回、説明をお願いします。

地方創生道路整備推進交○上野森林経営課長

付金事業になりますが、こちらも３路線を前倒

しで行うこととしております。

、高千穂町の高千穂―日之影線につきましては

令和５年度の工事としておりますが、それを前

倒しして令和４年度から実施します。それから

美郷町と日向市の路線につきましては、現在、

令和３年度の予算で工事を進めておりますが、

それが終わり次第、令和４年度事業として追加

発注したいということで、前倒しで整備を進め

ることとしております。

委員会資料４ページの盛土関係で○山下委員

すけれども、この調査は、県全体に網をかける

ということですか。

県全体に網をかけること○池田自然環境課長

になりますが、宮崎市だけ別になります。

中核市ですからね。○山下委員

中核市は県と同じく独自○池田自然環境課長

に規制する必要がありますので、県が担当する

。のは県全体から宮崎市を除いた面積となります

宮崎市は独自に規制することになります。

２～３年前に静岡県の大規模土砂○山下委員

災害で多くの死者が出ましたが、そのときに、

宮崎県もそういう埋立ての問題はないかという

ことで調査をされたと思うんです。あのときは

異常はないということで、僕らも報告を受けた

と思うんですが、今年の台風第14号で椎葉村で

大規模な土砂崩壊があって、埋立てが原因だっ

たと思います。いろいろと問題が出てきている

から、国のほうで今年の５月にこの法案ができ

たんだろうと思うんですよね。

それに基づく新たな調査をするということで

すが、前回も調査されていますけれども、県内

に盛土をされた箇所がどれぐらいあるのか把握

されているんですか。

まず、最初に行った調査○池田自然環境課長

は、民間等で施工した盛土箇所でございます。

今回、それに追加しまして、県等の事業で実

施した盛土等を調査しております。このほかに

もまだ盛土がある可能性がございますので、衛

星写真等を使いまして、その盛土箇所を把握す

るというものでございます。

ですので、県内に何か所の盛土があるのか、

正確な数字については これからこの調査によっ、

て明らかになっていくものと考えております。

公共３部でそれぞれいわゆる捨土○山下委員

が出た場合に埋立地を決めて、埋土していると

思うんです。それも把握されているだろうと思

うんですが、心配するのは、個人が山等を切り

開いて太陽光パネルを設置したり、私の地元の

都城市でも工事請負の人たちが工事で出た舗装

とかいろんなものの埋立てをしています。近く

に管工事共同組合とか、個人で建築業をやって

いる人たちが持っている山等にどんどん埋立て

をしていますよね。もちろんこれは許可を受け

てされていると思うんですが。

民間で太陽光パネル設置に向けて土地を造成

したりしていると思うんですが、許可を受けて

いる箇所をどれぐらい把握されていますか。

今、手元に正確な数字が○池田自然環境課長

ありませんので、少々お時間をいただいてよろ

しいでしょうか。

緊急点検で調査しました箇所が174か所、それ

から、その後、10月に改めて公共３部で調査し
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た箇所が これは把握できる範囲の箇所でご─

ざいますが 377か所でございます。─

そういうところが合計で540～550○山下委員

か所あると思うんですが、基本的には災害の可

、能性がないかどうかを調査していくということ

新たな調査箇所も決めながらやっていこうとい

うことですか。

この調査箇所も含めまし○池田自然環境課長

て、また、この調査箇所以外にも新たな箇所が

見つかりましたら、それを全て把握するという

調査になろうかと思います。

分かりました。○山下委員

私はこれを見て、衛星画像の解析○右松委員

というのは非常に重要かなと思いました。今の

説明で、既存盛土の分布状況の把握は非常に大

事だと思います。

、その一歩先の応急対策の必要性の判断の中で

御存じかは分かりませんが、川崎市が民間企業

と組んで、衛星を使った測量技術を応用して、

ミリ単位で近くの変動箇所を見つけ出すという

技術を開発し始めているんです やはりそういっ。

た意味で、まずはこの分布状況をしっかりと把

握していただいた上で 以前、日南線沿いの─

崖崩れのときに、私のほうから、定点観測をし

て、地崩れを事前に把握できるような取組をし

てはどうでしょうかという話をさせていただい

たことがあるんですが。

川崎市の衛星画像技術は、空中ドローンと地

上レーザースキャナーを使って、国土地理院が

基準点を設けたところから変動を見ていくとい

うシステムみたいなんです。このあたりは、情

報などを収集されていらっしゃいますか。

、○池田自然環境課長 委員がおっしゃたように

非常に精度の高い調査が可能であると思いまし

た。私は、現段階ではそういった情報を全然持

ち合わせておりません、申し訳ありません。

コストの面もございますので、県全体では使

えないかと思いますが、本当に重要な箇所等に

つきましては、今後、そういったシステムの活

用について検討、勉強させていただきたいなと

考えております。

分かりました。○右松委員

目測では分からないような、ミリ単位で災害

の兆候を捉えていくような、先進的な取組です

が、まだ実用化まで至っていないようです。

川崎市宮前区のニッポーという会社が川崎市

、と官民協働で開発を進めているみたいですので

来年、実用化となれば、様々な情報を収集して

いただいて、事前に災害を見つけ出すような取

組も少し進めていただくといいかなと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

。○池田自然環境課長 勉強させていただきます

、○ 原委員 今の右松委員の発言ですけれども

デジタル化推進対策特別委員会で視察に行きま

した。総務省と組んでいろいろとやっておられ

るようで、その職員の方たちはもともとは土木

の技術屋でした。

総務省にも頻繁に行かれている方で、宮崎県

のデジタル化を推進している職員の方とも非常

に親しいということでしたので 「では、一回、、

宮崎県に講演に来てください」というお話もし

て帰ったところでした。議会事務局のデジタル

化推進特別委員会担当に聞いていただければ、

資料もあると思いますから、どういう取組なの

かお調べになる価値はあるのではと思います。

私どもも県土整備部、農○池田自然環境課長

政水産部の担当も含めましてそういったところ

の情報を収集していきたいと考えております。

続いて、この盛土についてです。○ 原委員

農政水産部、県土整備部、環境森林部と３つに
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分けているわけですけれども、これは当然、民

間に委託されるわけですよね。

民間の業者に委託するこ○池田自然環境課長

とになります。

、 、○ 原委員 その場合 航空写真で見たときに

どこが県土整備部でどこが環境森林部かという

区分けというか 宮崎市を除いて一括でやっ─

て、後で所管の部を決めればいいと思うので、

３つに分けてある意味はあるんですかね。

委員のおっしゃるとおり○池田自然環境課長

だと思います。

今回の調査の発注は、県土整備部で一括して

発注いたします。その中で、森林地域、耕地、

その他の地域と分けまして、環境森林部は森林

地域を担当することになると思います。

要するに費用は３部で負担するけ○ 原委員

れども、一括で発注し、最終的には、ここは環

境森林部で、ここは県土整備部、ここは農政水

産部だと検討して決めていくということですよ

ね。分かりました。

もうちょっと教えてください。盛○山下委員

土ですけれども、田野町の高速道路の近くで広

大な土地が造成されているものですから ちょっ、

と調べてもらったんです。約８ヘクタールの林

地開発をやっているんです。

林地開発をする場合、面積を広げるために高

いところを切って谷を埋めていきますよね。

その調査の基準というのは、例えば、谷を埋

めて、いわゆる土羽をつくった場合の盛土も対

象になるんですか。

例えば、山の８ヘクタールはかなりの面積で

すよね。太陽光パネルを設置するということで

、 、造成しているみたいですが 山の尾根を崩して

谷を埋めていく。ここも調査対象の盛土になる

んですか。そこの基準を教えてください。

委員のおっしゃった箇所○池田自然環境課長

は、今回、盛土箇所に該当すると思います。

基準としましては、例えば、盛土の勾配です

とか、１層30センチメートル以下で転圧すると

か、そういった基準によってつくられた盛土を

審査することになろうかと思います。

ああいう場所はやはり調査対象に○山下委員

なるんですね。分かりました。

恐らくこの法律ができて、全国一○ 原委員

斉に調査をすると思うんですが、民間の企業で

これをやるのが何社あるのかなと、工期的なも

のは大丈夫かなと心配するわけです。そのあた

りの発注のタイミングや成果品がいつ上がって

くるかというのは大丈夫ですかね。

県土整備部で一括して発○池田自然環境課長

注することとなっておりますので、詳細につい

てはまだ私どもも把握していないんですけれど

も、早急に発注して、スケジュールにございま

すように令和５年度中には調査を終了するとい

う予定でございます。

分かりました。いずれにしても安○ 原委員

全に関わることですから、早いにこしたことは

ないわけです。できるだけ急ぐことだろうと思

いますから、よろしくお願いします。

くどいようですけれども、いろい○山下委員

ろと問合せがあるものですから。もしこれで調

査を行って不適切な勾配とか排水とかが判明す

る、いわゆる不適格という烙印を押された場合

。に改善を勧告するための調査になるわけですか

エリア指定が完了した後○池田自然環境課長

になりますけれども、この許認可につきまして

は、当然申請がありますので、それを盛土の基

準で審査します。

その後に許可となりますけれども、まず審査

の段階で基準を満たさないものは、基準に合致
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するように設計を変えていただくことになりま

すし、造成している段階で設計どおりにできて

いない場合は手直しということで、しっかりと

安全が確保できるように許可を行っていくこと

になると思います。

既に盛土されている部分に改善事○山下委員

、 。項が判明した場合 改善要求ができるのですか

法律の施行後になります○池田自然環境課長

けれども、遡って、所有者や事業者等に改善を

命じることができるということでございます。

了解しました。○山下委員

僕はいつも言うんだけれども、公明党の河野

議員も前に一般質問の中で言われた気がするん

ですが、高速道路を延岡市に向かって走ってい

ると、右側の急斜面に太陽光パネルがたくさん

設置されていて、雨が降ると、行くたびにわだ

ちができているんです。太陽光パネルから水が

流れて亀裂ができてきているんです。あの状況

を見て危ないなといつも思うんです。あれなど

も改善要求ができるという理解でいいですか。

基準に合致しているかどうかも調査を行って

みないと分からないんでしょうけれども、我々

の素人の目で見ても、よくあそこにつくったな

と思う部分があるものですから、もし国が法律

で基準を決めたら、そこまで行政指導ができる

。 。のかどうか 現在はできていないと思うんです

改善命令は今回の法律の○池田自然環境課長

施行後にできるということなので、日向市の高

速道路のそばの案件は、現段階では施行前です

ので、命令等は出せないということになると思

います。

関連ですが、既存の造成地に改善○濵砂委員

、 。命令ができるというのは 時効はあるのですか

取得時効は10年ぐらいだよね。何年前に造成し

。た部分まで改善命令できるのかということです

現段階では、何年前まで○池田自然環境課長

という期間は定められておりませんが、法律等

が制定されましたので、今後、その取扱い等が

定められれば、 そういった期間についても決め※

られてくるのではないかと考えております。

。○濵砂委員 善意の場合の取得時効が10年よね

悪いと分かっていたら15年とか20年とか。この

。民法の規定よりもこっちが優先されるんですか

どちらを優先するという○池田自然環境課長

のは、今、手元に資料がございません。

分かったら後で教えてください。○濵砂委員

はい。後ほど調べて回答○池田自然環境課長

するようにいたします。

今、濵砂委員が言われたこと○坂本副委員長

に関連するんですが、今現在でも盛土で造成さ

れた 森林はそんなにないかもしれません─

宅地が多いと思うんですけれども、分譲さ─

れて家が建って大雨が降って土地が陥没したと

かなったときに、その造成工事をやった開発会

社はもう既になくなっていて、責任の所在はど

うなっているんだという問題があるんです。

今回、この調査をやって、例えば、安全だと

思っていたところが実は危険なところだとなっ

た場合、こういう問題は多分県内でも物すごく

いっぱい発生するのではないかと思うんです。

そうしたときに、その責任の所在というか

誰が工事するのかとなったときに、開発を─

した当事者だけではなく、許可を出した行政に

。もブーメランのように返ってくる話になります

この事業の中に応急対策というのが入っていま

すけれども、応急対策自体がかなりボリューム

の大きいものになるのではないかなと拝見して

いて感じました。

委員がおっしゃったよう○池田自然環境課長

※次ページに訂正発言あり
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に、様々なケースが想定されるかと思います。

今回、応急対策として計上しているものは、

大型土のうを積んで土砂の流出を防止する程度

、 、 、のものですので 今後 調査をしていく段階で

必要に応じてその対応についてもしっかりと検

討していく必要があると考えております。

先ほどの発言の訂正をさせていただきます。

過去に施工された盛土について、原因者、土

地所有者には責任があるとのことで、特に時効

。は定められていないということでございました

先ほど坂本副委員長が言われたよ○濵砂委員

うに、造成した業者なり個人なりが不適切な盛

土をしていた場合で、その業者がもういないと

きには、最終的な責任はどこに行くんですか。

許可権者ですか。

例えば、開発業者が倒産○池田自然環境課長

したというケースであれば、まずは土地所有者

にいくと考えられます。

検査して許可をした許可権者、い○濵砂委員

わゆる県には責任がないということですか。

県としましては、申請さ○池田自然環境課長

れた案件が基準に合致しているかどうかしっか

りと審査し、中間検査、完成検査で完成確認を

しっかり行うことで、まずはそういう事態にな

らないように取り組んでいく必要があると思い

ます。その上で、許可内容に何か瑕疵があった

場合には、裁判等で争うケースもあるかもしれ

ません。現段階ではそういったケースも想定さ

れるのではないかと考えます。

くどいけれども、大事なところな○濵砂委員

ので。責任能力がない場合を心配するのはそこ

なんです。既存の造成地が不適切な盛土だと分

、 。かった場合に その責任をどこに追及するのか

個人には責任能力そのものがない。改善する能

力がないから、そういう場合はどうなるのかな

と思うんですよね。

私からは、そのケースで○池田自然環境課長

どうなるかというのが明確に答弁できませんの

で、その点はまた勉強させていただきます。

そういった場合に、行政代執行で改善するこ

とはありますけれども、まずは原因者の責任を

検討する、調べることになろうかと思います。

いずれにしても誰かがしなければ○濵砂委員

。 。なりませんよね 結果が安全になればいいので

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○武田委員長

項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

常任委員会資料の６ペー○田代環境森林課長

ジをお開きください。

第四次宮崎県環境基本計画の一部改定（計画

案）について御説明いたします。

まず、１、計画改定の趣旨であります。

９月議会の当委員会で御説明させていただい

たとおり、本県の環境の保全に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための第四次宮崎

県環境基本計画につきましては、令和３年３月

に策定したところですが、策定以降、国におい

て、地球温暖化対策推進法の改正など、脱炭素

化に向けた動きが加速しております。

、 、このような国の動きに対応し 本県において

ゼロカーボン社会の実現に向けて効果的な施策

の展開を図るため県計画の一部を改定するもの

であります。

次に、２、計画改定の内容についてでありま

す。

まず （１）2030年度における温室効果ガス削、

減目標の見直しについてでありますが、2050年
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温室効果ガス排出実質ゼロの実現に向けて、国

は令和３年10月に地球温暖化対策計画を改定

し、2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年

度比26％削減から46％削減へと、より高い目標

に見直しを行ったところであります。

このことを踏まえ、本県としましても2030年

度までの具体的な対策による削減効果等を積み

、 、上げ ６ページの真ん中の図にありますとおり

本県における2030年度の温室効果ガス削減目標

を現計画の2013年度比26％削減から、国の目標

よりも高い50％削減へと引き上げるものであり

ます。

また、下の表にありますとおり、今回、2030

年度の温室効果ガス50％削減の目標を達成する

ために必要な産業や業務などの部門別の目標を

県計画に新たに追加することとしております。

主な部門における2030年度の削減目標につき

、 、ましては この表の一番右の列に記載のとおり

、それぞれ2013年度比で製造業や農林水産業など

産業部門で37.3％減、商業やサービス業など、

業務部門で54.1％減、家庭部門で68.2％減、自

家用車の利用を含む運輸部門で31.1％減として

おります。

県全体の削減目標である50％減と合わせまし

て、部門別での削減目標も念頭に置いて温室効

果ガス排出削減対策を進めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、７ページを御覧ください。

上のほうに2050年に向けた温室効果ガス削減

目標イメージ図を掲載しております。左から、

基準年度である2013年度の実績、その右に現状

、として直近でデータが出ている2019年度の実績

、 、また その右に中間目標として2030年度の目標

そして、一番右のところに2050年度の目標を示

しております。

この図の左から２番目の現状の2019年度実績

についてでありますが、基準年度である2013年

度比で28％削減となっております。

今後、これまでの施策に加え、各部門におい

てゼロカーボンに向けた取組をさらに加速さ

せ、2030年度には50％まで削減することを目標

としとして掲げております。

また、この図の一番右にある2050年度には、

さらなる省エネの推進と再エネの導入拡大とと

もに、水素など今後実用化される新たな技術を

取り入れながら、2050年度に想定される森林吸

収量334万トンまで温室効果ガスを削減し、排出

量と吸収量を均衡させることでゼロカーボンの

実現を目指すこととしております。

次に （２）再生可能エネルギー導入目標の見、

直しについてであります。

令和４年４月に施行された、地球温暖化対策

の推進に関する法律の改正により、地域の再生

可能エネルギーの導入を促進するため、都道府

県において施策の実施に関する目標を定めるこ

とが義務づけられたことから 本県としても2030、

年度の再生可能エネルギー導入目標を見直すと

ともに、新たに再エネ種別ごとの目標を設定す

るものであります。

2030年度の再生可能エネルギーの導入目標に

つきましては、このページの真ん中から少し下

の図にありますとおり、現計画に掲げておりま

す再生可能エネルギー総出力電力305万2,150キ

ロワットから見直し案として361万313キロワッ

トに引き上げることとしております。

また、下の表にありますとおり、今回、新た

に2030年度の再エネ種別ごとの導入目標を県計

画に追加することとしており、この表の一番右

の列が目標となっております。

この導入目標の設定の考え方についてであり
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ますが、太陽光発電につきましては、省エネ設

備の導入及び再エネの活用により、年間の１次

エネルギー消費量の収支がゼロとなるＺＥＨや

ＺＥＢの推進などにより、住宅や建物に対する

設置がさらに拡大することを見込んで目標値を

設定しております。

水力発電につきましては、現在稼働している

水力発電の設備の改修による増加や小水力発電

の新設を想定して目標値を設定しております。

そのほか、風力発電、バイオマス発電、地熱

発電につきましては、現在、導入計画が作成さ

れているものが将来稼働することを見込んで目

標値を設定しております。

全体としましては、2030年度の再エネの総出

力電力は、現状として直近でデータが出てい

る2021年度と比較して約1.3倍増加させるという

目標になっております。

８ページを御覧いただきたいと思います。

次に、３、目標達成に向けた主な施策につい

てであります。

2030年度の温室効果ガス50％削減に向けて、

県として取り組む主な施策について御説明いた

します。

なお、各施策の冒頭に丸印で新と記載のある

ものは、今回の一部改定により県計画に新たに

追加する施策となっております。

まず （１）温室効果ガス排出削減の①家庭部、

門における排出削減対策の推進では、県民等の

気運醸成や行動変容を促すための訴求効果の高

いプロモーションの展開や、省エネ家電やＬＥ

Ｄ照明などの省エネ機器等の普及啓発・導入促

進など、②産業・業務部門における排出削減対

策の推進では、中小企業等を対象とした省エネ

診断を活用した脱炭素経営の転換促進や施設園

芸における省エネ機器の導入など、農業におけ

る脱炭素化の推進など、③運輸部門における排

出削減対策の推進では、電動車のＥＶやＦＣＶ

などの普及啓発・導入促進や共同配送の促進や

物流拠点の集約化など物流の脱炭素化の推進な

ど、④二酸化炭素以外の温室効果ガス排出削減

の推進では、関連事業者への指導・立入検査に

よるフロン類の管理の適正化やごみの分別徹底

によるメタン等の排出抑制の推進などを行うこ

ととしております。

次に （２）再生可能エネルギー等の導入促進、

の①地域と共生した再生可能エネルギー導入促

進では、本県の豊かな地域資源を活用し、地域

と共生した再エネの導入促進や、県民や事業者

に対する再エネ由来電力の利用促進など ９─

ページを御覧ください ②再生可能エネルギ─

ーを活用した地域課題の解決では、再エネの自

家消費促進のための太陽光パネルと蓄電池の普

及促進や「脱炭素先行地域づくり」など地域の

脱炭素化を目指す市町村の支援など、③クリー

ンエネルギー産業の振興・脱炭素化技術等への

研究開発支援では、再エネを活用した水素製造

など脱炭素化エネルギーの研究開発促進や産学

官連携による研究開発や技術開発への支援など

を行うこととしております。

次に （３）二酸化炭素吸収源対策の①吸収源、

としての森林等の整備では、初期成長の早いエ

リートツリーなど品種が明確な優良苗木等の生

産拡大や森林クラウドシステムの構築など、森

林分野のＤＸの促進など、②二酸化炭素固定化

のための木材利用促進では、住宅等の民間建築

物や公共建築物における県産材による木造化・

木質化の推進など、③都市緑化の推進等その他

の吸収源対策では、堆肥等の有機物を投入した

土づくりによる農地土壌の炭素貯留の促進やブ

ルーカーボンに関する情報収集や生態系の造成



- 13 -

令和４年12月１日(木)

等の促進などを行うこととしております。

続きまして、10ページを御覧ください。

４、重点プロジェクトの見直しについてであ

ります。

現行の県計画の重点プロジェクトの一つとし

て「2050年ゼロカーボン社会づくり」プロジェ

クトを掲げておりますが、今回の一部改定によ

り、温室効果ガス削減目標や目標達成に向けた

施策を見直したことに伴い、プロジェクトの施

策内容を見直すとともに、下の図にありますと

おり、2050年ゼロカーボン社会づくりの実現に

向けて、2030年度までの各部門や分野における

取組の方向性を示したロードマップを新たに追

加することとしております。

ロードマップの内容についてであります。

重点プロジェクトの１つ目の柱で、図の上半

分のところにあります「省エネルギー・省資源

の推進」につきましては、家庭部門において

は、2030年度までの取組の方向性として、効果

的なプロモーションによる県民等の気運醸成や

行動変容の促進や住宅のＺＥＨ化や断熱改修の

普及啓発・導入支援など、また、2030年の姿と

しては県民のゼロカーボンに関する認知度100

％、新築住宅のうち、ＺＥＨ基準の省エネ性能

に適合する住宅の割合100％を掲げております。

次に、産業・業務部門におきましては、2030

年度までの取組の方向性として、セミナーの開

催や省エネ診断の活用等による脱炭素経営の普

及啓発・転換支援や、建築物のＺＥＢ化や省エ

ネ改修の普及啓発・導入支援など、また、2030

年の姿として、県内の一定量以上の温室効果ガ

ス排出事業者のうち脱炭素経営に取り組む企業

の割合100％、中・大規模の新築建築物のうちＺ

ＥＢ基準の省エネ性能に適合する建築物の割

合100％を掲げております。

次に、運輸部門においては、2030年度までの

取組の方向性として、電動車の普及啓発・導入

、 、促進や 公共交通機関・自転車の利用促進など

また、2030年の姿として、県内の乗用車の新車

販売に占める電動車の割合50～70％を掲げてお

ります。

次に、重点プロジェクトの２つ目の柱で、図

の真ん中から少し下のところにあります 「再生、

可能エネルギーの導入拡大」につきまして

は、2030年度までの取組の方向性として、太陽

光発電、バイオマス発電、風力発電、小水力発

電等の導入促進や県内における脱炭素先行地域

の導入支援など、また、2030年の姿として、電

力消費量に占める再エネ電力の電力量の割合100

％、県内の脱炭素先行地域４地域などを掲げて

おります。

次に、重点プロジェクトの３つ目の柱で、図

の下から２番目のところにあります 「森林吸収、

量の維持」につきましては、2030年度までの取

組の方向性として、適切な間伐の実施による健

全な森林づくりの推進や、計画的な伐採や速や

、かな再造林等による資源循環型林業の確立など

また、2030年の姿として、再造林率80％を掲げ

ております。

次に、重点プロジェクトの４つ目の柱で、図

の一番下のところにあります 「環境保全を支え、

る人材づくり」につきましては、2030年度まで

の取組の方向性として、子供から大人まで参加

できる環境教育・学習の場づくりや環境保全ア

ドバイザーや地球温暖化防止活動推進員など、

脱炭素を先導する人材の育成など、また、2030

年の姿として地球温暖化防止活動推進員80人を

掲げております。

、 、今回 追加するロードマップにつきましては

、主に2030年度までの取組を記載しておりますが
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現在、国等において、水素などの様々な技術の

開発が進められているところで、今後、実用化

される新技術の動向も踏まえながら、2050年に

向けたロードマップについても策定してまいり

たいと考えております。

11ページを御覧ください。

次に、５、ゼロカーボン社会づくりの実現に

向けて各主体に求められる主な役割についてで

あります。

この表は、2050年ゼロカーボン社会づくりの

実現に向けて、主体ごとに求められる主な役割

を記載しております。

まず、県民や団体につきましては、節電・節

水など省エネ行動の実践や、断熱改修や太陽光

パネルの設置など住宅の省エネ化など、事業者

につきましては 節電・節水やクールビズ・ウォ、

ームビズなど省エネ行動の実践や、高効率機器

設備等の導入など、市町村につきましては、住

民や事業者に対する脱炭素化に係る情報提供・

普及啓発や地域の環境保全活動への支援など、

県につきましては、県民や事業者に対する脱炭

素化に係る情報提供・普及啓発や、省エネ機器

・施設等の普及啓発、導入支援など、国につき

、 、ましては 省エネ機器・施設等への導入補助や

脱炭素化に係る新たな技術開発・実用化支援な

どとしております。

このように、各主体がそれぞれに求められる

役割を認識し、主体的に行動することがゼロカ

ーボン社会づくりの実現に必要である考えてお

ります。

最後に、11ページの下のほうになりますが、

６、今後のスケジュールについてであります。

今後は、環境審議会で計画案について御審議

いただいた後、パブリックコメントを行うこと

としております。その後、年明けに計画の最終

案について再生可能エネルギー等導入推進連絡

会や環境審議会の御意見等を伺い、データも含

めまして内容を精査確認し、必要に応じて調整

等を行った上で、令和５年２月に環境審議会か

ら答申を頂き、その後の２月議会へ計画最終案

として議案の提出を予定しております。

以上、第四次宮崎県環境基本計画の一部改定

（計画案）について御説明しましたが、計画の

一部改定に係る新旧対照表と計画案を別冊とし

てお配りしております。時間の都合上、説明は

省略させていただきますので、後ほど御覧いた

だければと思います。

執行部の説明が終了いたしまし○武田委員長

た。

。その他報告事項について質疑はありませんか

温室効果ガス排出削減が一番大き○満行委員

いのは家庭部門だろうと思うんですけれども、

我々県民ができる身近なこととして、自動車の

電動化やエネファームの導入が、各家庭で貢献

できて一番効果が見えるのかなと思います。

先ほど課長から電動車の2030年の目標を50

～70％にすると伺い、相当高い目標だと思った

のですが、知事車は電動車なんですか。

現在、知事車がどうかと○田代環境森林課長

いうのは把握しておりません。今乗られている

前の車がハイブリッドだったと承知しておりま

。 。す 確たることが言えなくて申し訳ありません

率先して公用車を電動車にすると○満行委員

いう目標を掲げられているんですけれども、県

内の新車販売に占める電動車の割合を50～70％

にするのであれば、公用車は相当な数だと思う

んです。

前に 国の支援策を使って電動車 ハイブリッ、 、

ド車を入れるというお話だったのですが、この

計画によれば、もっと県の公用車の電動化を前
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倒して整備しないといけないんだろうと思うの

ですけれども、公用車についての指針といいま

すか、方針がありますでしょうか。

公用車の電動車化につき○田代環境森林課長

ましては、今現時点で明確な計画というものは

ございませんが、今、物品管理調達課が公用車

の全体的な管理をしておりまして、古い車の更

新については、順次電動車化といったものを進

めるという方向で、いろんな打合せ等をしてい

るところであります。

今年度の事業で、13台の電気自動車を導入す

る計画でおります。

国の支援策がある以上は、住宅の○満行委員

二重ガラス化など、いろいろあるんでしょうけ

れども、これを続けるためには、やはり行政の

支援が不可欠かなと。とりわけ公用車は県民が

目にする広告塔みたいなものですから、県市町

村の公用車は電動車ですよと強くアピールでき

ると思いますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。

エネファームも私は価格が高いものは、普及

していないから高いのだと思いますので、ぜひ

その支援策を引き続き拡充していただきたいと

要望していきたいと思います。

御指摘のありましたＥＶ○田代環境森林課長

の導入、エネファームといったものにつきまし

て、今現在もいろんな支援策がありますけれど

も、次年度以降もまた事業化等を考えまして、

予算を確保して引き続き取り組んでいきたいと

思っております。

、 、それから 先ほどの知事車の御質問について

今、確認しましたところ、現在の知事車もハイ

ブリッド車ということです。

ありがとうございました。○満行委員

７ページですが、ちょっと教えて○右松委員

ください。再エネ種別ごとの導入目標をしっか

りと立てていただいている中で 風力発電が2.78、

倍に伸ばされているんです。目標設定としては

それで構わないんですが、国の資源エネルギー

庁の電力調査統計でもやはり風力を伸ばしてい

るんですよね この風力の取組なのですが 2.78。 、

倍となると結構な量になります。これは、風が

強い場所が必要とされますが、山間部だとコス

トが大変ですから洋上になるのかなと 山間─

部でも建てられるところもあると思いますけれ

ども。

洋上だと着床じゃなくて浮体式になるのか、

分かりませんけれども コストの面とかそういっ、

た課題をどうクリアされていくのか。今後の方

向性を教えてもらうとありがたいです。

今、御質問のありました○田代環境森林課長

風力発電の目標値につきましては、具体的な計

画があるものを積み上げておりまして、現在、

把握しているところでは 内陸の五ヶ瀬町であっ、

たり、串間市、えびの市といった比較的、風の

。強い地域で立地の計画があると伺っております

洋上の風力発電につきましては、まさに御指

摘がありましたとおり、どのように設置するか

とか、コストの面でありますとか、そういった

問題があると伺っておりまして、そこにつきま

しては、我々もあまり知見がないところがあり

ますので、今後しっかりと勉強し、把握してい

きたいと思っております。

分かりました。風力だと夜間も発○右松委員

電できますからね。非常に有効だと思いますけ

れども、やはりコストの面とか強風・台風対策

とか、やることがたくさんあると思うんです。

ですから、先ほども五ヶ瀬町の話とかが出まし

たけれども、2.78倍という、現在より高い目標

を設定されていますので、うまくその計画を組
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み立てながら、事業費も含めて検討してもらう

といいかなと思いました。

７ページのバイオマス発電なんで○濵砂委員

すが、このバイオマス発電だけは材料が要るの

ですよね。だいぶ増えてきているんですが、将

来の設計としては、材料そのものは調達可能な

んでしょうか。

バイオマス発電につきま○田代環境森林課長

しては、いわゆる森林等の資源化した木質であ

るとか畜産のふんとか、そういったものはあろ

うかと思います。

木質につきましては、今、なかなか材料がな

いという話も聞いておりますので、動向を注視

してまいりたいと思っております。また、畜産

バイオマスにつきましては、まだまだ伸び代が

あると思っておりまして、農政水産部とも連携

を図りながら、まだ手がついていない部分につ

いてもバイオマスとして活用していきたいとい

、 。うことで この目標を掲げたところであります

割合としては、畜産の畜糞のほう○濵砂委員

を主体に考えていくということですか。

この積上げにつきまして○田代環境森林課長

は、計画段階ですので、まだ実現するかどうか

、 、 、というところもありますけれども 畜糞 また

木質バイオマスも含めまして 計画として上がっ、

てきているものを積算しているところです。

。○濵砂委員 ちょっと材料が不安なものだから

分かりました。

先ほどの電動車ですが、前も一回○ 原委員

質問をしたことがあるんですけれども 今 2022、 、

年です。2030年まであと８年。

10ページのプロジェクトのロードマップを見

ると、2030年には電動車の定着となっているん

ですね。定着ということはもう全て電動車に切

り替わったことだと理解すれば たしか県庁─

内の車の数は1,000台近くあると思うんです。

この前の当初予算でも何台かを電動車にしま

すとありましたが、これは８年を逆算していく

と、年間に相当な数を電動車に変えないと実現

できなくなるんじゃないかなと思っています。

この計画の立案をするに当たっては、環境森林

部だけで解決できない問題かなと思うんだけれ

ども、ここについてはどうですか。

電動車の定着は2030年、全て電動車だとした

ときにあと８年。８年で900何台を全部電動車に

できるかという、この計画だけはしないといけ

ないわけですよ。お金がいくらかかるか、そこ

も全部計算されているのかということなんだけ

れども、素朴な質問です。

今、御指摘のおりました○田代環境森林課長

県の公用車についてですが、今のところ859台あ

ります。ＥＶやハイブリッドも含めての電動車

になりますけれども、64台がハイブリッド等で

あります。率にしまして、大体7.45％というこ

、 。となので まだこれからかなと思っております

まさにこれも御指摘のありましたとおり、お

金のかかる話でもございますし、一遍にという

わけにはなかなかいかないかなということで、

公用車の所管部局とも更新時、鋭意といいます

か、順次といいますか、やっていきたいという

話はしております。ただ、やはり先立つものは

財源となりますので、そこも考えていかないと

。いけない部分であると認識しているところです

国の方針としましても2035年までには新車販

売を電動車だけにするという動きも見据えて、

ちょっと高い目標かなと思っておりますけれど

も掲げたところであります。

６ページに50％削減という計画案○ 原委員

があるわけです。各施策が達成されて初めて50

％削減になる計算なので、このロードマップを
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達成できないと50％はできないという話になる

と思うので、そこは財政、それから、いろいろ

あるんでしょうけれども、ぜひ他部局ともよく

御検討いただきたいと思っています。

地熱発電はまだ実際にはないと思いますけれ

ども、別府市ではかなり盛んだと聞いてます。

。これはどこが対象地になっているんでしょうか

、○田代環境森林課長 地熱発電につきましては

今のところ実績ゼロとなっておりますが、県内

で地熱発電のポテンシャルが唯一ある、えびの

市で導入されると把握しているところです。

それから、同じ７ページに関して○ 原委員

ですけれども、森林等吸収量というのがありま

す。これは年々減ってきているわけですけれど

も、最終的にプラス・マイナス・ゼロにする意

味で、334万トンかなと思うんですが、森林等吸

収量は別に増えてもいいわけですよね。人間の

活動で出るＣＯ を余分に吸収してもいいわけ２

だから。これはプラス・マイナス・ゼロにする

関係上、こうやって減ってきているんでしょう

か。

森林吸収量につきまして○田代環境森林課長

は、いわゆる森林に蓄積される炭素量を二酸化

炭素に換算する数式がございまして、そういっ

、 、たものを基に 現在の県の森林面積であったり

樹種といったものを踏まえて計算したものがこ

の数値となっております。

御承知かもしれませんけれども、15年から20

、年ぐらいの若い杉が吸収量が一番多いのですが

現在の本県の杉は、伐期に近い40年ぐらいの木

が割と多く分布しております。ちょっと年齢の

高い木が多いので、年数がたっていきますと再

造林してもなかなか全体としての吸収量自体が

増えていかないような状況にありまして、吸収

量としてはなだらかに減っていきます。

このため、再造林率80％という目標を掲げて

おりますけれども、それをクリアする、あるい

は、それを上回るような森林整備を進めていく

ことは、逆に森林等吸収量ゼロ化も目指してい

くんですが、それが達成できるとマイナスカー

ボンにもっていけるのかなと考えております。

ということは、本県の現状から言○ 原委員

うと70数％が森林で覆われておりますが、大口

径の杉とかが増えることによって、ＣＯ の吸２

収能力としては低減していると理解していいん

ですよね。

今 委員から御指摘のあっ○田代環境森林課長 、

たとおりであります。このため、伐期が来たら

切って使う、切った後、確実に再造林するとい

うことで、資源循環型の林業をつくっていくこ

とが重要な課題であると考えております。

その課題のところはもう質問しま○ 原委員

せんけれども、2050年でプラス・マイナス・ゼ

ロにするわけですが、それまでに発生したＣＯ

は地球上にいっぱいあるわけですよね。だか２

ら、温室効果ガスの発生はプラス・マイナス・

ゼロにしたけれども ここは専門的な視点に─

なるかもしれませんが、地球温暖化への効果は

いつ頃出るものなのでしょうか。これはもう学

者しか分からないことだろうけれども、分かっ

ていれば教えてください。

大変難しい問題かなと、○田代環境森林課長

重く受け止めたところであります。

現在、私どものほうでそういった情報を把握

しておりませんので何とも言えない部分はある

のですが、今、目前にある2030年度を目指して

やっておりまして、さらに20年先の2050年の目

標がございます。国もそういう意識を持ってお

りますが、この2050年ゼロカーボンを達成する

ためには、新たな技術開発も必要だと認識して
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おります。

例えば、具体的にＣＣＳといって、空気中の

炭素を製造過程において吸い取って、それを地

下に埋める、閉じ込めるという技術の実証試験

がなされておりますし、火力発電等によっても

ＣＯ は発生しますので、いわゆる石油等によ２

るＣＯ 排出を抑えるための新エネルギー、水２

素等にも注目が集まっております。そういった

技術開発も欠かせないのかなと思っています。

質問の答えになっていないかもしれませんけ

れども、そういうことであります。

それから、2050年にゼロにできたならばとい

うことで、ＣＯＰ26とか27やＩＰＣＣとかあり

ますけれども、今の世界目標が産業革命前から

の気温上昇を1.5℃に抑えようとなっておりまし

て、ゼロカーボンになれば、その上昇が1.5℃で

止まるのではないかと言われております。

答えにくいのは分かったんですけ○ 原委員

れども、いずれは下がらないと大変なことにな

るわけで、これはアメリカのＦＯＲＴＵＮＥと

いう科学雑誌に載っていたことでしたが、たし

。か地軸が４メートルずれているんだそうですね

なぜずれたかというと、地球は23.6度傾いて回

るわけだけれども、北極などの溶けた氷が遠心

力として働いて、地軸がずれていると。これは

物すごいことだなと思って僕はその記事を見た

ことがあったんです。

だから、この温暖化対策は本当に真剣にやら

ないと泥船が沈みにかかるような話ですから。

やはり我々は我々で身近なできることをやって

いかないといけないんだろうなと思っていて、

重要なことだと思いますから、吸収量としての

杉を新しく更新して植えることとか、大事なセ

クションだと思うのでぜひ頑張っていただくよ

う、大げさな言い方ですけれども、次の世代に

いい地球を残すために、お願いします。

同じく７ページですけれども、現○山下委員

計画の再生可能エネルギー総出力電力は305

万2,000キロワットで、今回60万キロワットぐら

い増やした見直し案が出ていますよね。その下

の表なのですが、60万キロワットぐらい増やそ

うということで一番目標を大きくしているのは

太陽光発電かなと思うんです。

今までいろいろと話を聞いた中で、国が2050

年のゼロカーボンを示したわけですから、九州

管内もゼロカーボンに向けた対策をやっていく

わけですよね。そのときに、自然エネルギーの

中でも太陽光発電がばっと増えましたよね。宮

崎県にももう相当な太陽光発電設備が設置され

ていると思うんですが、今の単価でさらに増や

すことができるのか、これが１点です。

もう一つは、九州電力が送電線の関係でもう

いっぱいいっぱいで、設置したくても九州電力

が認めないと。この壁にぶち当たっているとい

う話をいろいろ聞くんです。この計画もあと８

年しかないわけですから、その辺の問題解決の

ために、九州電力との打合せやその辺の整理が

できているのかどうか確認させてください。

まず１点目の単価の話で○田代環境森林課長

ありますけれども、太陽光発電の普及に当たり

ましては単価が下がって、投資した分が早く回

収できる、いわゆる得をするといったことがな

いとなかなか進まないと理解しております。

今、企業等にもヒアリングしておりまして、

設備投資をして太陽光パネルを入れたいけれど

もやはり費用がかかると二の足を踏むという声

も聞いておりますので、単価がなかなか下がら

なければ、行政の補助支援も考えていかないと

いけないのかなと考えているところです。

それから、２点目の九州電力の送電との関係
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については、まだ九州電力と具体的な話はでき

ておりませんけれども、再エネ連絡会という会

のメンバーに九州電力にも入っていただいてお

ります。年明けにも会議を設定する場がござい

ますので、そういった場を活用しまして、問題

が起こらないよう、九州電力と意思疎通を図っ

てやっていきたいと考えております。

太陽光発電のウエートを上げてい○山下委員

こうと思えば、日本一日照時間が長い宮崎県は

有利なんですよね。だけれども、やはり問題に

なってくるのが送電線なんですよ。太陽光発電

がこれだけ増えると、九州電力は高い料金で買

わないといけない。結局、自然エネルギーに対

しては一般家庭に応分の負担をお願いしていか

ないといけないわけです。

いろいろな話を聞いています。やりたいと計

画を挙げたけれども、送電線が２億円、３億円

のお金をかけないとできない。それで頓挫した

ところがいっぱいあるんですよ。

新たに増やそうというのであれば、その辺の

整備をしていかないと計画達成は無理かなと思

うんです。ぜひ真剣に検討してください。

今、御指摘をいただきま○田代環境森林課長

した送電の関係につきましても 九州電力としっ、

。かり詰めさせていただきたいと思っております

若干、補足させていただきますと、いわゆる

電力系統の話になりますと、例えば、一時期、

メガソーラーとか大規模なＦＩＴ売電をすると

いうブームがございました。そういった関係に

つきましては、やはり送電線の関係が問題にな

るということで我々も承知しております。

今後は、適地があるかという点で、メガソー

ラーには限界があるのかなと思っております。

今後、我々が力を入れていきたいと思ってい

ますのが、いわゆる新築住宅であったり、事業

─所・事務所の屋上とかにパネルを設置する

それは売電というよりも自家消費、自分のとこ

ろで使う電力をまずは再生可能エネルギーで自

給自足するという考えも重要かなと。

防災に備えるという意味もございますので、

蓄電池も併せて設置するといったことも重要と

考えておりまして、そういった方向も伸ばして

いきたいと考えております。

結局、炭酸ガスを発生させるのは○ 原委員

人間なんですよね。世界の気候変動枠組の会議

の中で、人口増による温暖化への影響等、この

前も議論がありましたけれども、例えば現在の

人口を40億人とすれば、いずれ60億人70億人と

なり100億人になるだろうということですよね。

人口がばーっと増えていけば、その分家庭も使

うわけだから、産業活動は我々が減らす以上に

増えていくわけじゃないですか。しかし、世界

、 。変動枠組の中では 人口抑制というのがないと

ここで議論することではないと思うけれども。

、日本の場合は人口が減っていくわけですから

ある意味、発生する炭酸ガスはおのずと減って

いくわけですよね。そういう人口の増減という

のは、この計画の中には入っているんですか。

参考のため教えてください。

資料の７ページに温室効○田代環境森林課長

果ガス削減目標イメージ図をお示ししておりま

す。現状から中間目標の2030年度、最終目標

の2050年度とシミュレーションしております。

こちらにつきましては、総合政策課で持って

いる人口推計のデータを加味してシミュレー

ションしております。本県の人口は残念ながら

減少傾向にございまして、今後100万人を切るの

は悲しい事実であるんですが、そういうことに

伴い、排出量も減少していくという捉え方を、

今現在しているところであります。
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もし仮に、幸いといいますか、本県の人口が

増えるような場合には、またシミュレーション

を考えなければいけないと思っています。

二律背反ですよね。増やさない○武田委員長

といけないが、逆に炭酸ガスは増える。

世界的な会議の中で、人口が増え○ 原委員

過ぎていくと、地球がカバーできるのか、食料

が供給できるのかという観点からの質問だった

と思うんですけれども この場合、地球温暖─

化対策としての観点から人口抑制とかいう考え

は何かあっているんでしょうか。

今、御指摘のありました○田代環境森林課長

ような、ゼロカーボンを目指すための人口抑制

。という話は私も伺ったことは正直ございません

なかったらいいですよ。○ 原委員

私どもとしては人口が増○田代環境森林課長

えたとしても、世界の認識としてゼロを目指す

といいますか、それに向けての技術開発などに

。も鋭意取り組んでいくと認識いたしております

。○ 原委員 できたら何か入れてほしいですね

今回、目標が見直しされて、○坂本副委員長

、当然やっていかないといけないんですけれども

隣の熊本県では、県内の事業者、企業にこの協

力を仰いでいく上で、県の入札資格などに温室

ガス削減に取り組んでいる企業を優遇、もしく

は、それを条件にしていくことをもう始めてい

るんです。今後、本県ではそういう取組をやろ

うとしているのか。検討されていないのであれ

ば、ぜひ検討していただきたいなと思います。

今、御指摘のありました○田代環境森林課長

点につきましては、まだ現段階では検討してい

る状況にはございません。

また、熊本県の話もございましたけれども、

公共３部ございますので、状況を聞きながら、

、入札参加資格でそういったものが入れられるか

今後、研究してまいりたいと思っております。

よろしくお願いします。○坂本副委員長

10ページなんですが、再生可能○武田委員長

エネルギーの導入拡大というところは、2030年

の姿で、電力消費量に占める再エネ電力量の割

合100％となっていますが、この意味を教えてい

ただきたいと思います。

こちらは分かりやすく言○田代環境森林課長

いますと、住宅で電力を100使うとして、九州電

力などから100買っていたところを、いわゆる太

陽光発電などを設置して、九州電力からは買わ

ずに100％自家消費で対応することを示している

もので、再エネの割合をより高めるという考え

であります。

素人がこれだけを見ると、100％○武田委員長

再エネでという 今、課長の答弁であったよ─

うに、これからは１戸の家庭をそのようにして

いくと。これを全部していけば、本当の100％に

なるんですけれども、そういう意味合いではな

くて、自家消費の分を100％再エネに変える住宅

。を推進していくという意味でよろしいんですか

、 、○田代環境森林課長 今 例えを申しましたが

委員長がおっしゃったとおり、これは県内にお

いて100％という意味であります。

ちなみに、国の電力統計調査によりますと、

本県の再エネによる電力の需給率は、約65％と

なっております。全国的には割と高いほうで、

第３位ぐらいだったかと思っております。

ですので、現在60％のところをさらに再エネ

の導入を図りまして100％まで持っていきたいと

いう目標を掲げております。

県内の電力消費量に対する再エ○武田委員長

ネの割合を100％にする目標にしたと。すばらし

いことだと思います。

それともう一つ、県内の脱炭素先行地域が４
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地域となっています。これはどこを示している

んでしょうか。

こちらにつきましては、○田代環境森林課長

今年の11月に延岡市がこの脱炭素先行地域づく

りに選定されております。ほかに例えば、串間

市や新富町、川南町においても脱炭素先行地域

づくりに選定されることを目指す動きがあると

把握しておりますので、県としましてもそれが

実現できるようにしっかりとサポートしてまい

りたいと考えております。

分かりました。ありがとうござ○武田委員長

いました。

それでは、ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

最後にその他で何かありません○武田委員長

でしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で環境森林部の○武田委員長

審査を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後０時56分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

本委員会に付託されました議案等について、

農政水産部長の概要説明を求めます。

。○久保農政水産部長 農政水産部でございます

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

初めに、恒例の御報告を申し上げます。

11月27日に開催されました全国和牛能力共進

会の４大会連続内閣総理大臣賞受賞記念祝賀会

には、本当にお忙しい中、委員の皆様に御出席

いただきました。誠にありがとうございます。

出品者や関係者にとりましても、盛大に栄誉

をたたえる場になりました。また、５年後の北

海道大会 第13回大会に向けた決意の場と─

なったところでございます。

今後は 「おいしさ日本一」の称号をフルに活、

用しながら宮崎牛のさらなるブランド化あるい

は輸出拡大に努めてまいります。

また、第13回全国和牛能力共進会に向けても

精いっぱい取り組んでまいりますので、引き続

き、委員の皆様の御指導、御支援をよろしくお

願いいたします。

次に、高病原性鳥インフルエンザの発生につ

いて御報告いたします。

11月20日に新富町の養鶏場において発生が確

認されましたが、自衛隊をはじめ、建設業協会

やＪＡグループ等の皆さんの御協力によりまし

て迅速に防疫措置は完了したところです。

詳細につきましては、後ほど担当課長が御報

告いたしますが、今後とも引き続き徹底した防

疫措置に取り組み、蔓延防止に取り組んでまい

ります。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案につきまして座って御説明させてい

ただきます。

委員会資料２ページの目次を御覧ください。

本日は、Ⅰの予算議案を御説明させていただ

いた後に、Ⅱの報告事項として損害賠償額を定

、 、めたことについて Ⅲのその他報告事項として

高病原性鳥インフルエンザへの対応状況につい

て御報告させていただきます。

それでは、３ページを御覧ください。

Ⅰの予算議案についてでございます。今回の

補正予算については、議案第１号「令和４年度

宮崎県一般会計補正予算（第６号 」及び議案第23）

号「令和４年度宮崎県一般会計補正予算（第７

号 」の２件となります。）
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補正額は（１）の令和４年度歳出予算課別集

計表の下から４行目の合計の欄にありますとお

り、議案第１号は、国庫補助決定等に伴う補正

としてＢの欄にございます6,041万6,000円と、

電気代等の高騰に伴う補正としてＣの欄にあり

ます8,698万1,000円を、また、議案第23号は、

、国の総合経済対策に係る第２次補正予算のうち

公共事業に対応する補正としてＤの欄にござい

ます33億5,683万円と、県人事委員会の勧告等を

踏まえた給与改定に伴う補正としてＥの欄にご

ざいます3,541万5,000円、合計として、Ｆの欄

にありますとおり35億3,964万2,000円の増額を

お願いするものであります。

この結果、農政水産部全体の補正後の予算額

は、表の一番下の補正後の額Ｇの欄に記載のと

おり、511億8,156万5,000円となります。

補正の詳細につきましては、後ほど関係課長

より説明させていただきます。

次に、５ページを御覧ください。

（３）の議案第１号の繰越明許費（追加）に

ついてでありますが、基幹水利施設管理事業外

３事業で合計２億5,852万5,000円の追加をお願

いするものであります。

、（ ） （ ）次に ４ の議案第１号の繰越明許費 変更

でありますが、公共土地改良事業外２事業で合

計20億2,000万円への変更をお願いするものであ

ります。

これらは、関係機関との調整等に日時を要し

たことによるものなどの理由によるものでござ

います。

、（ ） （ ）次に ５ の議案第23号の繰越明許費 追加

についてでありますが、盛土防災総合推進事業

外１事業で合計１億2,597万6,000円の追加をお

願いするものであります。

、（ ） （ ）次に ６ の議案第23号の繰越明許費 変更

についてでありますが、公共農村総合整備対策

事業外３事業で合計44億591万2,000円の変更を

お願いするものであります。

これらは、国の補正予算の関係等により、工

事が不足することによるものであります。

次ページ以降の詳細につきましては関係課長

から説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

次に、議案についての説明を求○武田委員長

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

当課からは、今回の補正○小林農政企画課長

予算のうち、関係課共通で補正をお願いしてお

ります項目をまとめて御説明いたします。

まずは、議案第１号「令和４年度宮崎県一般

（ ）」 。会計補正予算 第６号 についてでございます

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

上の段でございます。こちらは、電気代等の

管理費を関係課別に取り出して記載したもので

ございます。

太線囲いになっております補正額は、農政水

産部の庁舎管理費が必要な出先機関において電

気調達の入札不調により下半期の電気量が大幅

に増加することのほか、燃料費、飼料代等でも

調達単価が上昇していることから、年間所要額

が不足する部分について増額をお願いするもの

でございます。

太枠の一番下に記載してございますとおり、

農政水産部の電気代等の補正額は8,698万1,000

円となっております。

歳出予算説明資料の57ペ○鳥浦農村整備課長

ージをお開きください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで6,041

万6,000円をお願いしております。
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この結果、補正後の予算額は右から３番目の

欄のとおり、140億4,225万円となります。

内容について御説明いたします。

59ページをお開きください。

（事項）公共土地改良事業費の説明欄１、農

業基盤整備促進事業につきまして6,041万6,000

円をお願いしております。

本事業は、都城市高崎町の山仁田地区におい

て、造成後80年以上が経過した農業用水路トン

ネルの中央部付近が老朽化により崩落したため

。 、復旧するものであります 崩落したことにより

水路が閉塞したことで安定的な農業用水供給が

困難となり、営農に支障を来しており、来年５

月末までの水稲作付に影響がないよう、早急な

復旧を実施するものであります。

続きまして、議案第23号○小林農政企画課長

「 （ ）」令和４年度宮崎県一般会計補正予算 第７号

について御説明いたします。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

下の段でございます。こちらは、人件費を各

課別に取り出して記載したものでございます。

太線囲いになっております補正額は人事委員会

勧告に基づきます職員の給与改定等に伴う人件

費の補正額でございまして、県議会及び県民の

皆様に給与改定に伴い必要となる人件費の総額

を明らかにするため、その所要額を計上してご

ざいます。

主な補正の内容は、給料等の月例給が0.24％

の引上げ、特別給であります勤勉手当が0.05か

月分の引上げとなります。

太枠の一番下に記載してございますとおり、

農政水産部の人件費の補正額は3,541万5,000円

となってございます。

分厚いほうの冊子の歳出○戸髙農村計画課長

予算説明資料（議案第23号）の195ページをお開

きください。

当課の補正予算は一般会計のみで1,0 1 7

万9,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は右から３番目の

欄にありますとおり、27億9,397万5,000円とな

ります。

それでは、内容について説明いたします。

197ページをお開きください。

一番下の（事項）盛土防災総合推進事業費の

説明欄１、新規事業、盛土防災総合推進事業で

ございます。

詳細は常任委員会資料で御説明いたします。

。常任委員会資料の６ページをお開きください

１の事業の目的と背景につきましては、先ほ

ど環境森林部において御説明した内容と重複し

ますので割愛させていただきます。

事業内容について御説明いたします。

７ページを御覧ください。

２の事業内容に記載のとおり、４つございま

す。

１つ目が規制区域指定のための基礎調査、２

つ目が既存盛土を把握するための基礎調査、３

つ目が盛土110番の設置、４つ目が危険な盛土等

に対する応急対策であります。

詳細につきましては、先ほど環境森林部が説

明したとおりでございます。

６ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要を御覧ください。

この事業は、環境森林部、農政水産部、県土

、 、整備部 宮崎市が一体となって行うものであり

総事業費は8,300万円をお願いしているところで

ございます。

このうち、農政水産部の予算額は697万6,000

円であり、事業期間は令和６年度までの３年間

を予定しております。
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分厚い冊子の歳出予算説○鳥浦農村整備課長

明資料にお戻りいただき、199ページをお開きく

ださい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで25

億6,984万3,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は右から３番目の

欄のとおり、166億1,209万3,000円となります。

内容について御説明いたします。

201ページをお開きください。

上から５段目の（事項）公共農村総合整備対

策費において、農業生産基盤及び農業生活環境

などを整備するため、１億575万円を計上してお

ります。

次に、一番下の（事項）公共土地改良事業費

において、畑地かんがい施設などを整備するた

め、19億564万5,000円を計上しております。

202ページをお開きください。

中ほどの（事項）公共農地防災事業費におい

て、防災重点農業用ため池等の改修などの費用

。として５億5,345万9,000円を計上しております

これらは、国の経済対策に伴う補正によるも

のであり、令和５年度実施予定事業を前倒しし

て国に要望しておりますので、早期発注に努め

てまいりたいと考えております。

歳出予算説明資料の207ペ○赤嶺漁業管理課長

ージをお開きください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで７

億8,648万2,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は右から３番目の

欄にありますとおり、50億7,897万7,000円とな

ります。

内容について御説明いたします。

209ページをお開きください。

（事項）水産基盤（漁港）整備事業費でござ

います。

これは、漁港において防波堤や岸壁の改良な

どを推進するためのもので、６億6,500万円を計

上しております。

210ページをお開きください。

（事項）公共海岸保全漁港事業費でございま

す。これは、漁港区域内の海岸において、護岸

などの海岸保全施設の整備を推進するためのも

ので、１億2,000万円を計上しております。

いずれも国の経済対策に伴う補正によるもの

でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

議案について、質疑はありませんか。

11月補正歳出予算説明資料の59ペ○濵砂委員

ージ、農業用排水路の修繕費を計上されてい

て、80年経過したという説明だったのですが、

農業用排水路はそのぐらいのものが多いのです

か。

御指摘の当該用水路につ○鳥浦農村整備課長

いては、記録によりますと大正時代に造成され

た用水路でございまして、その後、幾つかの改

修をして現在の形に至っております。

、現在確認されているトンネルにつきましては

昭和13年ぐらいにコンクリートでトンネルが造

成されたという記録が残っておりまして、これ

について、随時、地元からの要望等によりまし

て改修されているところでございます。

先人たちの残した非常に立派なも○濵砂委員

のが引き継がれて利用されているというのには

興味があるんですけれども、農業用排水路は、

年代的にはいつ頃のものが多いのですか。

私の知識ではなかなか正○鳥浦農村整備課長

確なお答えはできないかと思いますけれども、

─例えば、ため池等であれば、江戸時代とか

水田、水稲作が非常に盛んになった時代から河

、川からの取水であるとかはなされておりまして
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山々、谷等を通りまして今の水田地帯に水が供

給されている形状でございます。

この用水路は、私の地元の高崎町○山下委員

でしたから、崩落した次の日に電話が来て、す

ぐに駆けつけたんですよ。長さが470メートルぐ

らいあるトンネルで、ちょうど真ん中辺りが崩

落したということで 時期がちょうどお盆前だっ、

たと思うんですよ。現場を見たときに、もう出

穂が始まっていて一番水が欲しいときだったの

で、何とかしないといけないということで、畑

かんの事務局をすぐ呼んで、畑かんの水を使う

ことができました。県当局が非常にいい対応を

してくれて、本来は田んぼに入れる水ではない

んですが、緊急的に畑かんの水を使わせて急場

はしのげたんです。

それで、長さが400メートルくらいある、人間

の高さくらいの水路で、手掘りで堀ったみたい

ですね。あそこの今後を考えたときに、来年も

また田を植えないといけないわけですが、どう

いう工事ができるんですか。危険で人間が入る

状況でもないと思うんです。あと、どういう過

程でこの予算ができたのかを教えてください。

現在の計画につきまして○鳥浦農村整備課長

は、まず、水路トンネルを改修していかないと

いけないというのが第一なんですが、先ほど、

御説明したとおり、次の作付に間に合わせるた

めに本体工事と併せて架設での用水確保を計画

しております。

私は現場の上のほうも見て回った○山下委員

んですけれども、かなりの流量ですからあの水

路からほかに水を引くのは不可能でしょう。現

在のトンネルの崩壊したところに、無人の機械

を入れてパイプを入れる工事になるのですか。

、○鳥浦農村整備課長 本体工事につきましては

出入り口のほうから断面を補強しながら整備、

改修を進めていく予定としております。

また、架設水路につきましては、現在、危険

な状態もありますので、今のところ山手側の谷

等に架設の水路を整備する予定でございます。

現状の水路を補強しながら、また○山下委員

元に戻していこうということですが、何年ぐら

いかかりますか。

期間については、予算や○鳥浦農村整備課長

その工法、また、崩落の状態とか、これから詳

細に調査をしないとお答えできません。

はい。分かりました。○山下委員

今、農村整備課から説明があった中で、農業

集落排水事業で4,200万円という予算を計上され

ていますけれども、今、農業集落排水をやって

いる地域はどこですか。

この農業集落排水につき○鳥浦農村整備課長

ましては、これまで市町村が平成22年ぐらいま

でに処理場については全て整備しております。

現在の予算については 造成された処理場─

の更新計画と、最適化の計画を、今、進めてお

りまして、今後これに基づいて改修や補修等を

行う予定としております。

これは新規ではなく、今までやっ○山下委員

たところですよね。集落排水地域は管内に何か

所ぐらいあるのですか。

これまでに県内で処理場○鳥浦農村整備課長

を62施設造成しております。

宮崎県で農業集落排水事業を62か○山下委員

所やっているという理解で そんなにあるん─

ですか。

はい。そのとおりでござ○鳥浦農村整備課長

います。

であれば、62地区について、後の○山下委員

補強とか、いろんな整備をしていくという総体

的な予算ということですね。これは一過性では
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ないですよね。

現在の整備計画の進め方○鳥浦農村整備課長

につきましては、基本的には市町村が管理運営

をしておりますので、市町村単位で造成された

処理場について幾つかまとめながら整備計画構

想を立てる予定にしております。

例えば、都城市は何地区あります○山下委員

か。三股町も入っていれば。

都城市が12処理施設、そ○鳥浦農村整備課長

れから、三股町が２処理施設です。

はい。分かりました。○山下委員

関連して。２か所のうちの１か所○ 原委員

は私のところで、もう30年以上になるかなと思

うんですけれども、耐用年数はどんなものです

か。

施設につきましては、コ○鳥浦農村整備課長

ンクリートや電子機器、管理機器など、それぞ

れ耐用年数が異なっておりますので、それぞれ

の耐用年数を評価しながら適切な時期に更新・

交換等を行いながら継続的に運営していくこと

としております。

もう大体維持・補修にかかる時期○ 原委員

に来ているということですね。

。○鳥浦農村整備課長 そのとおりでございます

議案第23号の人件費なのですが、○濵砂委員

これで平均年齢は上がるものなのですか。

少々時間をいただければ○小林農政企画課長

と思います。

。○濵砂委員 平均年齢でどのくらい上がるのか

大変恐縮でございますけ○小林農政企画課長

れども、ただいま手元に資料がございませんの

で、追って御報告いたします。

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、報告事項に関する説明を○武田委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

常任委員会資料の８ペー○小林農政企画課長

ジを御覧ください。

損害賠償額を定めたことについて、２件の専

決処分を行いましたので御報告いたします。

事案は、公用車による交通事故２件でござい

ます。

１つ目は、令和３年10月４日、児湯郡西米良

村大字小川310番地39の西方約１キロメートル先

路上において公用車が前方から来た大型車両に

道を譲るために退避し、再発進しようとしたと

ころ、前方に駐車中の相手方車両と接触したも

のでございます。

原因は、事案発生場所が下り坂で未舗装道路

、 、であったため 再発進時にタイヤがスリップし

車体が前方へ滑ったことによるものでございま

す。

損害賠償額は、28万6,720円でございます。

２つ目は、令和４年３月14日、宮崎市大字大

瀬町2435番地１先路上において、赤信号で停車

後、青信号になったため発進したところ、相手

方の車が左横から進入してきた車両を通すため

停止したため、県の公用車も停車しようとした

が、間に合わず、相手方車両の後方部に衝突し

たものでございます。

原因は、県の公用車が十分に車間距離を取っ

ていなかったことによるものでございます。

損害賠償額は、物品損害が35万1,694円、人身

損害が２名で198万307円でございます。

損害賠償については、２件とも県が加入する

保険から全額支払われております。

交通安全につきましては、機会があるごとに

職員の安全運転に対する意識啓発に努めており
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ますが、今後とも一層の徹底が図られるよう、

再発防止に向けまして厳しく指導してまいりた

いと考えてございます。

執行部の説明が終了いたしまし○武田委員長

た。

報告事項について質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○武田委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

常任委員会資料の９○丸本家畜防疫対策課長

ページをお開きください。

高病原性鳥インフルエンザへの対応状況につ

いてであります。

先月20日に確認されました新富町での事例に

ついて、その概要を御説明いたします。

発生農場は、約16万羽を所有する採卵系農場

であり、２、これまでの経緯にありますとお

り、11月19日の朝、農場から死亡鶏が増加した

旨の通報を受け、家畜保健衛生所が立ち入り、

。午前11時30分に簡易検査で陽性を確認しました

日付が変わった20日の未明に家畜保健衛生所

で実施したＰＣＲ検査においてＨ５亜型のウイ

ルス遺伝子が確認され、午前４時に国が疑似患

畜と確定しました。

確定と同時に発生農場の防疫措置並びに消毒

ポイントの稼働を開始するとともに、その後、

自衛隊に災害派遣要請を行いました。

21日の20時25分に殺処分完了。翌22日の18時

までに汚染物品の埋却や農場内の清掃消毒を終

え、防疫措置を完了しております。

10ページをお開きください。

制限区域内の農場は移動制限・搬出制限合わ

せて78農場、消毒ポイントは４か所設置し、現

在も稼働中です。

４の発生状況確認検査にありますとおり、制

限区域内の１農場で検査を実施し、周辺農場へ

の広がりがないことを確認しております。

動員者数は、５にありますとおり、農場防疫

作業に３日間で延べ1,161名、消毒ポイントで

は25日までに延べ224名の方が作業に従事してお

ります。

これらの作業には、県建設業協会、ＪＡグル

ープ、自衛隊をはじめ、地元市町村やバス会社

など、多くの団体や企業等の御協力をいただい

ております。改めて感謝申し上げます。

ここで、防疫措置の流れを簡単に御説明いた

します。

11ページを御覧ください。

一番左の列が発生確定からの日数を、その隣

に発生農場及び制限区域での防疫措置の流れを

縦に示しております。異常家禽の届出から防疫

措置完了までの発生農場での流れは先ほど御説

明したとおりであります。

右の列にあります制限区域での防疫措置につ

きましては、疑似患畜の確定と同時に発生農場

を中心とした半径３キロメートル以内を移動制

限区域、10キロメートル以内を搬出制限区域と

。して鶏や卵などを対象にその移動を制限します

ただし、制限区域内の鶏や卵などは、四角囲

みにあります制限の対象外の協議にありますと

おり、国との協議により一定の条件下でその移

動を認めることとされています。

制限の解除に向けましては、制限区域内の農

場を対象に実施する清浄性確認検査で陰性が確

認されれば、10キロメートルの搬出制限が解除

され、さらに防疫措置完了から21日が経過すれ

ば移動制限区域も解除され、全ての防疫作業が

完了します。
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左のページの７、今後の防疫措置の予定を御

覧ください。

今回の場合、12月３日に清浄性確認検査を実

施し、その結果が判明する12月７日に陰性が確

認されれば搬出制限が解除となり、その後、新

たな発生がなければ、12月14日に移動制限が解

除されます。

12ページをお開きください。

県内の防疫対策について御説明します。

１の発生予防対策としましては、関係者が一

体となった取組による防疫レベルの向上を目的

に①のとおり、農場管理者が自ら行うべき対策

として、農場ごとの飼養管理の手順を記載した

マニュアルの遵守や、家畜保健衛生所の立入り

前に自己点検を実施することに加えて、シーズ

ン中は、毎月、自己点検を求め、防疫対策の徹

底を指導しておりますま。

また、③にありますとおり、養鶏関係会社と

の連携体制を強化し、水辺周辺等の発生リスク

の高い農場に対して指導を強化しております。

（３）にありますように、10月27日から農場

消毒とネズミや害虫駆除の徹底について指示命

令を発出するとともに、11月17日からは県内全

ての家禽農場に対する消石灰配布を開始し、さ

らなる防疫意識の向上を図っております。

、 、（ ）２ 万一の発生に備えた対策としまして １

、 、にありますとおり 関係団体と意見交換を行い

防疫作業に御協力いただけるよう体制の整備に

努めております。

また 県対策本部・現地本部の防疫作業マニュ、

アルは、随時更新を行っており、関係者間の情

報共有につきましては、宮崎県防災情報共有シ

ステムの活用による効率化に努めております。

最後に、13ページには、参考として国内での

発生状況等を示しております。

、過去に例のないペースでの発生が続いており

本県におきましても農場での発生に続き、表に

は書いてありませんが、宮崎大学での調査にお

いて11月28日に県内の水鳥のふん便からウイル

スが検出されるなど、発生リスクは非常に高い

状況が続いております。

引き続き、緊張感を持って、発生予防対策の

徹底を図ってまいります。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

その他報告事項について、質疑はありません

か。

鳥インフルエンザなんですけれど○山下委員

も、例年、多かった年はまだ可能性があるんで

すが、12道府県で19事例ですよね。過去最多は

いつ頃でしたか。

最多は一昨年の令和○丸本家畜防疫対策課長

２年度で、全国で52事例、殺処分数は約1,000万

羽となっています。

一昨年度が52例でしょう。○山下委員

何県にまたがっていましたか。

令和２年度につきま○丸本家畜防疫対策課長

しては18県になっております。

一昨年度は1,000万羽と言われまし○山下委員

たよね。

はい。○丸本家畜防疫対策課長

今現在で何万羽ですか。○山下委員

表にもありますけれ○丸本家畜防疫対策課長

ども、約336万羽ということになっております。

ただ、この後に３農場ほど増えておりますの

で、殺処分羽数はさらに増えると思います。

羽数はまだそこに追いついていな○山下委員

いんですけれども、まだ今からですからね。こ

れだけ広がっているというのは、渡り鳥の影響

が一番大きいだろうと思うんですけれども、そ

の渡り鳥は今年は多いんですか。どういう状況
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を把握しているのですか。

県内の渡り鳥、野鳥○丸本家畜防疫対策課長

の生息状況も調査しているんですけれども、昨

年と比べて特別多いということはない。例年並

みという感じになっております。

鹿児島県も今、３件くらい出たの○山下委員

かな。かなりぴりぴりしているだろうと思うん

です。Ｈ５Ｎ１かＨ５、この型はやはり渡り鳥

由来で変わっているのですか。

家禽農場での発生の○丸本家畜防疫対策課長

ウイルスの亜型については、今、分かっている

ところについては全てＨ５Ｎ１でございます。

このＮが書いていないものは検査が途中で判明

していないものとなります。

今、ここの表にあります19番目の鹿児島県ま

で、現在、確認されていて、全てＨ５Ｎ１だと

いうことになっています。

分かりました。○山下委員

防疫はいいのですけれども、この飼料高騰の

中で一番影響を受けていたのは採卵農家だった

と思うんです。これだけ日本全国で出てくると

卵価はちょっと上がってきていますか。何か確

認していないですか。かなり安くて苦労されて

いたんですけれども。

本日の全国農業協同組合○林田畜産振興課長

の調べでは、270円まで上がっております。11月

１日が245円だったのですが、それが260、265円

とだんだん上がってきて、270円まで上昇してる

状況です。

ありがとうございます。○山下委員

これは１キロ当たりの単価ですよね。

おっしゃるとおりです。○林田畜産振興課長

私も採卵農家の人から、前回の一○山下委員

般質問だったかな、240円台の時期に聞いたんで

すけれども、やはり配合飼料がかなり上がって

いて 全くの赤字ですと 餌代が倍ぐらい上がっ、 。

てきて、そこは15万羽養鶏でしたけれども、餌

代が１日10万円くらい、年間で１億円以上の餌

代高騰ということでした。

配合飼料の価格高騰を上回る勢いで卵価が上

がってきていますよね。前に出していた赤字を

補塡できるぐらいの値段になっているのかな。

どんなふうに分析をしていますか。

申し訳ございません。最○林田畜産振興課長

近の分析というわけではないのですけれども、

以前、補正を組んだときに、やはり卵価が35円

から40円は上がらないと採算がとれないという

試算となりました。

その当時から比べますとまだ265円から270円

では、25円程度の上昇であるため、依然として

採卵鶏農家では厳しい状況にあるということで

す。

分かりました。○山下委員

肉用鶏より採卵鶏のほうが大分発生していま

す。茨城県では採卵鶏のところで104万羽出てい

ますね。

一昨年に発生したときに、ウイルスは肉用鶏

が入りやすい環境なのか、採卵鶏がやはり入り

、 、やすい環境なのか 今回のこの発生状況を見て

、今年は特に採卵鶏の農家のほうが多いんだとか

そこの分析はしていないですか。

全国の状況はあまり○丸本家畜防疫対策課長

調べていなくて申し訳ないのですが、県内の状

況で考えると、過去に30例以上での割合を見ま

すと、採卵鶏、肉用鶏、あるいは種鶏とかで比

べると、県内にある農場の割合にあまり大きな

差がないということなので、発生のリスクがレ

イヤーで多いとかブロイラーで多いとかという

ことは、あまりないのかなと考えています。

今回発生した新富町の鶏舎は、最○山下委員

令和４年12月１日(木)
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近のウインドレス鶏舎で、あれだけの安全対策

をしながら、なぜ発生するのかと。養鶏農家か

「 」 。らは もう防ぎようがない と言うんですよね

ウイルスですから空気感染もするでしょうし、

いわゆるその原因ですよね。皆さん方が今回発

、 、生した農業に行ってみて 網が破れていたとか

何かそういう不手際があったんですか。

、○丸本家畜防疫対策課長 発生農場に関しては

国の疫学調査チームが新富町の農場にも調査に

入っているんですけれども、まだその詳細につ

いては確認ができていないので、今回の発生農

場にどの程度の不備があったのか、あるいは逆

に全然なかったのかは確認できておりません。

最近のレイヤーの農場は十万羽を超えると恐

らく皆さんウインドレスになっていますので、

国の疫学調査の状況を踏まえても、我々もどう

いう形で入ったかというのはなかなか判然とし

ないところです。

疫学調査の中で鶏舎に穴が開いていたとか、

野鳥あるいは野生動物が中に入っていた痕跡が

あるとか、そういう情報がある農場もあるんで

すけれども、全てがそういうわけではありませ

ん。明確にここに穴があったというところが分

からない農場もありますので、発生してしまう

明確な要因は分からないというのが現状です。

最後にしたいと思うんですけれど○山下委員

も、いわゆる法定伝染病ですから、もしこれが

発生すると補償をしてもらえますよね。その場

合、農家側に不手際があればその分だけ補償が

マイナスされるという話を聞いていたんです。

この証明というのは、やはり疫学調査チーム

の人たちが 例えば、農家の人に何％過失が─

ありますとか、そういう判断基準にもなるとい

う理解でよろしいですか。

最終的な判断は国で○丸本家畜防疫対策課長

なされるので、明確なところは分からないので

、 、 、すが 恐らく 適切な消毒がされていないとか

飼養衛生管理基準の遵守状況に一つの判断基準

があるのではないかと思います。

よく言われるのは、従業員が鶏舎の中に入る

ときに手指の消毒をしていなかった、あるいは

長靴の履き替えをしないこともあったとかとい

うことがあると、結果として減額の対象になっ

ているという事例があります。

はい。分かりました。○山下委員

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

最後にその他で何かありません○武田委員長

か。

野菜を作っている農家から切実な○ 原委員

電話がありました。米と里芋と生姜を作ってい

るそうなんですけれども、米については、この

前、山下委員からも値下げをしているという質

問もあったところですが、生姜も半額になって

いる、里芋もかなり安くなっているということ

で「もうとてもじゃないけれども、このままだ

と農業をやっていけません」という話でした。

例えば、生姜で言えば、ある人が何軒かの農

家にまとめて作ってもらって、それを買い上げ

て売るんだそうですけれども、やはり高く買い

上げようと思ってもその先が安いものだから、

どうしようもないんだという話でした。現在の

そういう野菜等の市況がどういうふうになって

いるのかを押さえていらっしゃるでしょうか。

野菜等の市況につきまし○海野農産園芸課長

ては、集荷団体を通じまして、毎週の週報を情

報共有いただいて把握しております。

それによりますと、委員御指摘のように多く

の品目でこのところ計画した単価を下回るよう

な水準で推移しています。

令和４年12月１日(木)
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昨年、施設もの中心であったんですが、かな

り単価が低うございました。それに比べますと

、 、やや回復している品目もあるようですが まだ

これくらいの単価は望みたいといった計画単価

には至っていない品目がございます。

中には、嗜好的な品目でありますメロンやイ

チゴ、それから、花の菊であるとか、単価が比

較的堅調なものもございますけれども、露地野

菜、それから施設野菜の本県の主力であります

ピーマンやキュウリなどについては、まだ単価

が軟調だというのが現状のようでございます。

キュウリについてもそういう状況○ 原委員

なので、植付けをしようにもお金がかかって高

く売れないわけですから、もう植付けをしない

ところも出てきているやに聞いています。

私も詳しく調べますけれども、そのうち、直

にその窮状を訴えたいという声もありましたか

ら、お連れしますので、できたらその人たちの

生の声を聴いていただくとありがたいなと思っ

ています。この方たちはＪＡを通さない人たち

。 、 。です だから そこに何かの救済策があるのか

やはりここを乗り切らないと、物が高騰したと

かいろいろな条件がありますから。恐らく高齢

化も進んでいるし、農業をどんどんやめてしま

うということもあるようです。ましてや、今、

生活ができなくなるわけだから、その辺が大変

。 、 、困っています 議会が７日までなので その後

私のほうからお願いしますので、ぜひ生の声を

聴いていただくとありがたいと思っています。

よろしいでしょうか。

地元生産者の皆様の声は○海野農産園芸課長

きちんとお伺いして反映してまいりたいと思い

ます。

ちなみに、野菜類に関しましては、野菜価格

安定制度という保険的な制度がございます。収

入保険が農業経営全般にわたるセーフティネッ

トでありますが、野菜は特別にそういった制度

もございます。

御説明したような近年の野菜価格の低迷によ

りまして、昨年度の場合は、この野菜価格安定

制度の発動額が10億円を超えました。これは、

国、農業団体、生産者、そして、県などが拠出

して運営しているものでありますが、それだけ

の額が本県の野菜生産者のところに支給された

ということは、一部、支援策としてはあろうか

と考えております。

またきちんと地元の声をお伺いしながら進め

てまいりたいと思っております。

よろしくお願いします。○ 原委員

先ほど濵砂委員から御質○小林農政企画課長

問がありました職員の平均年齢の件でございま

すけれども、県全体の平均年齢でございます

が、41.7歳となっております。

その人は補正額でどのぐらいアッ○濵砂委員

プしたのかということです。

県の人事委員会によりま○小林農政企画課長

、 、すと 41.7歳の平均年齢の職員につきましては

今回の改定におきまして約３万円の給与の増加

が予定されているところでございます。

ちょっと詳しく教えてください。○濵砂委員

今の３万円とは年額でご○久保農政水産部長

ざいます。給与とボーナスを全部合わせて平均

で３万円上がったという形です。

年額ですね。○濵砂委員

よろしいでしょうか。○武田委員長

それでは、以上で、農政水産部の審査を終了

。 、 。いたします 執行部の皆様 お疲れさまでした

暫時休憩いたします。

午後１時52分休憩

令和４年12月１日(木)
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午後１時55分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

採決については、委員会日程の最終日に行う

ことになっておりますので、明日12月２日に行

います。

開始時刻は午後１時といたしますが、御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

最後にその他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、本日の委員会を終了○武田委員長

したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、散会いたします。○武田委員長

午後１時55分閉会

令和４年12月１日(木)
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令和４年12月２日（金曜日）

午後０時58分再開

出席委員（７人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 原 正 三蓬

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 西 尾 明

委員会を再開いたします。○武田委員長

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め、御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○武田委員長

ます。

議案第１号及び議案第23号につきましては、

原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○武田委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号及び議案第23号につきましては原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、委員長骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査については継続調査といたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○武田委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、１月19日に予定されております閉会中

の委員会につきまして御意見を伺いたいと思い

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

令和４年12月２日(金)
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午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、１月19日の閉会中の委員会につき

ましては、御意見を踏まえて、高病原性鳥イン

フルエンザの防疫の状況と農畜水産物の価格の

動向等について報告を受けるとの内容で御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

最後に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

御意見がございませんので、こ○武田委員長

れで閉会いたします。

午後１時１分閉会

令和４年12月２日(金)
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武 田 浩 一環境農林水産常任委員会委員長


